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新居浜都市計画特定用途制限地域の変更案について 
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議案第 143 号 
新居浜都市計画ごみ処理場の変更案に対する意見について 

（愛媛県決定） 

 



 
 
 
 
 
 
 

議案第１４１号 

新居浜都市計画用途地域の変更案について 

（新居浜市決定） 



 

新居浜都市計画用途地域の変更（新居浜市決定） 

 
都市計画用途地域を次のように変更する。 

種  類 面  積 
建築物の 

容積率 

建築物の 

建ぺい率 

外壁の 

後 退 

距離の 

限 度 

建築物の 

敷地面積 

の最低 

限 度 

建築物の 

高さの 

限 度 

その他 

（比率） 

備  考 

(少数第一位 

の面積) 

第一種低層 

住居専用地域 

小  計 

約 53ha 

約 271ha 

約 324ha 

6/10 以下 

8/10 以下 

 

4/10 以下 

5/10 以下 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

10m 

10m 

 

 2.1％ 

10.7％ 

12.8％ 

約 52.8ha 

約271.3ha 

約324.1ha 

第一種中高層 

住居専用地域 
約 345ha 20/10以下 6/10以下 － － － 13.7％ 約345.3ha 

第一種住居地域 約 519ha 20/10以下 6/10以下 － － － 20.5％ 約519.2ha 

第二種住居地域 約  97ha 20/10以下 6/10以下 － － －  3.8％ 約 97.3ha 

準住居地域 約  83ha 20/10以下 6/10以下 － － －  3.3％ 約 82.8ha 

近隣商業地域 約  58ha 20/10以下 8/10以下 － － －  2.3％ 約 58.1ha 

商 業 地 域 約 201ha 40/10以下 8/10以下 － － －  8.0％ 約201.2ha 

準工業地域  約  79ha 20/10以下 6/10以下 － － －  3.1％ 約 78.5ha 

工 業 地 域 約 107ha 20/10以下 6/10以下 － － －  4.2％ 約107.3ha 

工業専用地域 約 713ha 20/10以下 6/10以下 － － － 28.2％ 約713.1ha 

合  計 約 2,527ha      100.0% 約2,526.8ha 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 
  

 

議案第141号　都市計画用途地域の変更案について

議案第141号－1



 

理  由 

 

 今回の土地利用の変更については、現況の土地利用や社会経済情勢の変化に対応し、

多様な都市形成を図り、魅力と活力があるまちづくりを推進するため、土地利用の実

態に応じて用途地域の変更をしようとするものである。 

本地区は、本市の主要な幹線道路である（主）壬生川新居浜野田線の沿道に位置し、

既に住宅地と業務施設が立地している。よって隣接する工業地域等の周辺環境と調和

をとりながら、関連する流通・サービス施設等の立地を促進し産業拠点の形成を図る

ものである。 

住環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便性を図るエリアとして、地域産業

の振興のための機能と幹線道路沿道にふさわしい業務施設等の立地を許容した土地

利用の形態となるよう、「第一種住居地域」及び「第二種住居地域」をともに「準工

業地域」へ変更しようとするものである。 

議案第141号　都市計画用途地域の変更案について

議案第141号－2



 

新居浜都市計画用途地域 新旧対照表               （新居浜市） 

種  類 

建築物の延 

べ面積の敷 

地面積に対 

する割合 

建築物の建 

築面積の敷 

地面積に対 

する割合 

外壁の後退 

距離の限度 

建築物の 

敷地面積 

の最低 

限度 

建築物の 

高さの 

限度 

面  積（ha） 

現計画 

（ha） 

比率 

（％） 

変更案 

（ha） 

比率 

（％） 

増 

（ha） 

第一種低層 

住居専用地域 

小  計 

6/10 以下 

8/10 以下 

 

4/10 以下 

5/10 以下 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

10m 

10m 

 

 53 

271 

324 

 2.1 

10.7 

12.8 

 53 

271 

324 

 2.1 

10.7 

12.8 

0 

0 

0 

第一種中高層 

住居専用地域 
20/10以下 6/10以下 － － － 345 13.7 345 13.7 0 

第一種住居地域 20/10以下 6/10以下 － － － 523 20.7 519 20.5 -4.1 

第二種住居地域 20/10以下 6/10以下 － － － 99 3.9 97 3.8 -2.0 

準住居地域 20/10以下 ６/10以下 － － － 83 3.3 83 3.3 0 

近隣商業地域 20/10以下 8/10以下 － － － 58 2.3 58 2.3 0 

商 業 地 域 40/10以下 8/10以下 － － － 201 8.0 201 8.0 0 

準工業地域 20/10以下 6/10以下 － － － 72 2.8 79 3.1 6.1 

工 業 地 域 20/10以下 6/10以下 － － － 107 4.2 107 4.2 0 

工業専用地域 20/10以下 6/10以下 － － － 713 28.2 713 28.2 0 

合  計      2,527 100.0 2,527 100.0 0 

 
 

議案第141号　都市計画用途地域の変更案について

議案第141号－3



 

 
新居浜都市計画用途地域 字名一覧表                （新居浜市） 
番号 地 区 名 字     名 

１ 王子・磯浦 王子町、磯浦町の各一部 

 

議案第141号　都市計画用途地域の変更案について

議案第141号－4



議案第141号　都市計画用途地域の変更案について

議案第141号－5

【王子町・磯浦町地区】
　　第一種住居地域
　　　　　▼
　　準工業地域(2.04ha)

【王子町・磯浦町地区】
　　第二種住居地域
　　　　　▼
　　準工業地域（4.13ha）

新居浜市都市計画図



議案第141号　都市計画用途地域の変更案について

議案第141号－6

【王子町・磯浦地区】
    第一種住居地域
      ▼
    準工業地域（4.13ha）

【王子町・磯浦地区】
    第二種住居地域
      ▼
    準工業地域（2.04ha）



 
 
 
 
 
 
 

議案第１４２号 

新居浜都市計画特定用途制限地域の変更案について 

（新居浜市決定） 



 

 

新居浜都市計画特定用途制限地域の変更（新居浜市決定） 

 

都市計画特定用途制限地域を次のように変更する。 

種  類 面 積 制限すべき特定の建築物等の用途の概要 備 考 

特定用途制限地域 

（市街地周辺地区） 
約 812ha 

・一定規模以上の店舗・事務所 

・宿泊施設、運動施設、娯楽施設 

・一定規模以上の車庫、倉庫 

・自動車修理工場 

・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない工場、やや多

い工場、多い工場 

・一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物 

 

〃 

（幹線道路沿道地区） 
約 148ha 

・風俗営業施設及び一定規模以上の劇場等 

・一定規模以上の自動車修理工場 

・危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い工場、多い

工場 

・一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物 

 

〃 

（田園居住地区） 
約 6,371ha 

・大規模な事務所、店舗 

・大規模な宿泊施設、運動施設 

・娯楽施設及び風俗営業施設 

・一定規模以上の車庫、倉庫 

・一定規模以上の自動車修理工場 

・危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い工場、 

多い工場 

・一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物 

 

〃 

（産業居住地区） 
約 140ha 

・一定の風俗営業施設 

・危険性や環境を悪化させる恐れが多い工場 

・一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物 

 

合  計 約 7,471ha  

 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」  

 

 

 

 

議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－1



理  由 

 

 今回の土地利用の変更については、現況の土地利用や社会経済情勢の変化に

対応し、多様な都市形成を図り、魅力と活力があるまちづくりを推進するため、

特定用途制限地域を変更しようとするものである。 

 本地区は、本市の主要な幹線道路である（主）壬生川新居浜野田線の沿道に

位置しており、新居浜本港地区周辺の臨海部には工業地が形成されている。今回、

臨海部の工業地を補完する産業系の土地利用規制に変更する事で、既存の工業

地域における業務の利便性及び生産性を増進させ、さらに地域特性に応じた機

能強化と活力ある産業拠点となるよう地域環境の保全に応じた土地利用を図る。 

 よって幹線道路沿道の交通利便性に優れた立地条件を生かし、周辺との調和

を図った土地利用形態とするため、本地区の特定用途制限地域である「幹線道路

沿道地区」と「田園居住地区」の一部をともに「産業居住地区」へ変更しようと

するものである。 

議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－2



 

３）新旧対照表 
 
  
新居浜都市計画特定用途制限地域 新旧対照表           （新居浜市） 

種  類 

建築物の 
延べ面積の 
敷地面積に 
対する割合 

建築物の 
建築面積の 
敷地面積に 
対する割合 

面  積（ha） 

現計画 
（ha） 

比率 
（％） 

変更案 
（ha） 

比率 
（％） 

増減 
（ha） 

市街地 
周辺地区 

20/10以下 6/10以下 812 10.9 812 10.9 0 

幹線道路 
沿道地区 

20/10以下 6/10以下 151 2.0 148 2.0 -3.0 

田園居住 
地  区 

20/10以下 6/10以下 6,383 85.4 6,371 85.3 -12.4 

産業居住 
地  区 

20/10以下 6/10以下 125 1.7 140 1.9 15.4 

合  計   7,471 100.0 7,471 100.0 0 

 
 
 

議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－3



 

４）字名一覧表（特定用途制限地域） 
 
新居浜都市計画特定用途制限地域 字名一覧表             （新居浜市） 
番号 地 区 名 字     名 

1 磯浦・新居浜乙 磯浦町、新居浜乙の各一部 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－4



議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－5

新居浜市都市計画図

【磯浦町・新居浜乙地区】
　　幹線道路沿道地区
　　　　　▼
　　産業居住地区（3.05ha）

【磯浦町・新居浜乙地区】
　　田園居住地区
　　　　　▼
　　産業居住地区（12.4ha）



議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－6



議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－7



議案第142号　新居浜特定用途制限地域の変更案について

議案第142号－8



 
 
 
 
 
 
 

議案第１４３号 

新居浜都市計画ごみ処理場の変更案に対する意見について

（愛媛県決定） 



 

新居浜都市計画ごみ処理場の変更（愛媛県決定） 

 

 

次の都市計画ごみ処理場を廃止する。 

名称 
位置 面積 備考 

番号 ごみ処理場名 

１ 財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予地区廃棄物処理施設 新居浜市磯浦町 約 118，000 ㎡ 

焼却施設処理能力 

100t／日 

（50t／24ｈ×2 基） 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 
 
 

議案第143号　新居浜都市計画ごみ処理施設場の変更案に対する意見について

議案第143号－1



理 由 書 
 

東予事業所は、平成 12 年の稼働以来、廃棄物処理施設が逼迫していた東予地区の広域処理施設として、廃棄物を適正に処理して

きたほか、肉骨粉や硫酸ピッチ等に加え、全国に先駆けて低濃度 PCB 廃棄物の処理も行うなど安全・安心な資源循環の先導的なモ

デル施設として、本県の循環型社会の進展に大きな足跡を残し、所期の目的を十分達成した。 

しかしながら、地元協定による施設の供用期限（令和 2 年 1 月）を迎えるにあたり、センター及び事業を主導してきた県と、直

接的な受益者で施設の共有者でもある東予 5 市町で協議を重ねた結果、主たる搬入元である市町廃棄物が同事業所以外で処理可能

となったことや施設の経年劣化、PCB 処理の競争激化など、激しい経営環境に加え、時間の経過とともに必要な経費が膨らむこと

から、令和 3 年度末までに施設を解体撤去し、4 年度中に財団を解散及び清算することについて、元年 12 月に基本方針を合意して

いる。（令和 2 年 4 月 1 日協定締結） 

これを受けて、センターでは、令和 2 年 4 月 1 日をもって東予事業所を廃止し、同年 11 月 16 日から同施設の解体撤去工事につ

いて、令和 4 年 1 月末の完了を目指し着工していることから、都市計画施設を廃止しようとするものである。 

議案第143号　新居浜都市計画ごみ処理施設場の変更案に対する意見について

議案第143号－2



議案第143号　新居浜都市計画ごみ処理施設場の変更案に対する意見について

議案第143号－3



議案第143号　新居浜都市計画ごみ処理施設場の変更案に対する意見について

議案第143号－4


